
高等学校等通学費補助制度について

１ 概要

高等学校等通学費補助制度は、通学費に係る経済的な負担の軽減及び路線バス

の利用促進を図るため、通学定期券代の一部を補助する制度です。現在は、国際

興業バスの運行路線（名栗線、西武飯能日高線）及び飯能市乗合ワゴン（原市場

地区、南高麗地区）を利用する生徒等が補助対象者となっています。

２ 制度の見直しの検討

令和 4年度から制度改正を実施し、本制度を継続してまいりましたが、通学定

期代の一部を補助する対象エリア（バス停留所区間）を令和 4年度と同様の水準

に見直す検討を始めています。

3 検討内容

4 実績

現行 検討案

補助対象

エリア

名栗線・西武飯能日高線

飯能西中学校 ～ 湯の沢

名栗線・西武飯能日高線

永田 ～ 湯の沢
（令和 4年度から令和 6年度まで）

補助額
通学定期券を購入した場合に

6万円を超える額
検討中

交付人数 補助金額（円）

令和 4年度 128 6,703,485

令和 5年度 146 9,445,127

令和 6年度 149 9,314,911

令和 7年度 160 10,544,198
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《参考》地区別通学費補助状況

※令和 7年９月 3０日 時点

地 区
補助人数（人） 補助金額（円）

R6 R7 R6 R7

名 栗 20 18 2,420,600 2,279,200

原市場 85 93 5,644,711 6,626,398

中 藤 9 12 533,800 762,000

第
二
区

永田台 26 25 468,000 543,600

その他 8 11 229,800 315,000

南高麗 1 1 18,000 18,000

合 計 149 160 9,314,911 10,544,198


